受託研究契約書（雛型）
学校法人酪農学園（以下、受託者「甲」という。）と＊＊＊＊＊（以下、委託者「乙」という。）とは、次の条項により受託研究契約を締結する。

（受託研究内容）
第１条　甲は、次の研究を乙の委託により行う（以下、「本受託研究」という。）。
一　研究題目：＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊に関する研究
二　研究目的：＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊を目的とする。
三　研究内容：＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊について調査研究を行なう。（詳細等、別紙添付可能）
（受託研究条件）
第２条　本受託研究は、甲における教育及び学術研究等に支障を来さない範囲において行うものとする。

（研究期間）

第３条　本受託研究の期間は、202＊年＊＊月＊＊日から202＊年＊＊月＊＊日までとする。

（研究担当者）
第４条　本受託研究は、甲の酪農学園大学　＊＊学群　＊＊学類  役職　氏名が担当する。
（研究経費）
第５条　乙は、甲に対して、本受託研究に要する研究経費（以下、「本研究経費」という。）として金***,***円（うち消費税額および地方消費税額***,***円含む。）を負担する。また、本研究経費の使途については甲の裁量に委ねる。

２　本研究経費は、原則として返還しない。

３　乙は、第１項に規定する本研究経費を甲の発行する請求書に基づき甲の指定する銀行口座へ振込みによって納付するものとし、振込み手数料等は乙の負担とする。

（物品等の帰属）
第６条　本研究経費に基づき甲が取得した物品等の所有権は、すべて甲に帰属するものとする。
（研究の中止又は期間の延長）

第７条　本受託研究を途中で中止しようとする時、又は延長しようとする時は、甲乙協議のうえ決定するものとし、いずれかが一方的にこれを行うことはできないものとする。

（研究の着手）
第８条　甲は、第５条の規定に基づき本研究経費が乙より納入された後、速やかに第１条に基づく本受託研究の実施に着手するものとする。

（研究成果報告）
第９条　甲は本契約第３条に定める研究期間終了後、本受託研究成果の報告を乙に対して文書により行うものとし、当該報告の期限を202＊年＊月＊＊日とする。ただし、当該期限は、あらかじめ甲乙両者の文書による合意に基づき延長することができるものとする。

（秘密保持）
第10条　甲乙いずれの当事者も、本契約に関して知り得た他方当事者の研究内容に関する機密を、本契約の期間中及び終了後１年間は本契約の目的以外には使用せず、また他に漏洩してはならない。ただし、次の各号のいずれかに該当するものはこの限りではない。また、当該期限は、あらかじめ甲乙両者の文書による合意に基づき延長することができるものとする。

一　双方から知得する以前に所有していたもの
二　相手方から知得する以前に既に公知のもの

三　相手方から知得した後に、自己の責めに帰しない事由により公知となったもの
四　正当な権限を有する第三者から秘密保持義務を伴わずに知得したもの
（権利の帰属）
第11条　本受託研究の実施過程において得られた研究成果等に基づく特許法、実用新案法、意匠法、商標法、種苗法、半導体集積回路の回路配置に関する法律等（以下、「知的財産権等」という。）に関して出願が可能である場合には、あらかじめ出願する前にその知的財産権等にかかる権利の帰属並びに出願内容等の条件を別途協議し、甲乙は共同出願契約により締結するものとする。

（研究成果の公表）

第12条　甲は、本受託研究によって得られた研究成果について、発表若しくは公開する（以下、「研究成果の公表等」という。）。ただし、研究成果の公表等という大学の社会的使命を踏まえ、その公表時期、公開方法および公表内容等については、甲乙協議し合意のうえでこれを行うものとする。
（契約の解除）

第13条　甲は、乙が第５条に規定する本研究経費を所定の納付期限までに納付しないときは、本契約を解除することができる。

２　甲及び乙は、次の各号のいずれかに該当し、催告後30日以内に是正されないときは、本契約を解除することができるものとし、解除を行った当事者に損害が生じた場合は、損害を与えた相手方に対し第５条に定める本研究経費の金額を上限として、当該損害の賠償を求めることができる。

一　相手方が本契約の履行に関し、不正又は不当の行為をしたとき。
二　相手方が本契約に違反したとき。
（損害賠償請求額の制限）

第14条　研究期間中並びに研究終了後に紛争が生じた場合の損害賠償請求額の上限については、第13条第２項の規定を準用するものとする。

（反社会的勢力の排除）
第15条　甲又は乙は、自己が次の各号のいずれにも該当しないこと、かつ、今後も該当しないことを表明・保証し、甲又は乙が各号のいずれかに該当したとき、又は該当していたことが判明したときは、何らの催告を要せず本契約の全部又は一部を解除することができるものとする。解除を行った当事者に損害が生じた場合は、損害を与えた相手方に対し第５条に定める本研究経費の金額を上限として、当該損害の賠償を求めることができる。
一　暴力団、暴力団構成員、暴力団関係企業若しくは関係者、総会屋、その他反社会的勢力（以下「反社会的勢力」という。）であるとき、又は反社会的勢力であったとき。
二　役員等（経営に実質的に関与している者を含む。）が反社会的勢力であるとき、又は反社会的勢力であったとき。
２　甲又は乙が、本契約の履行に関連して下記の各号のいずれかに該当する行為を行ったときは、何らの催告を要せず本契約の全部又は一部を解除することができるものとする。解除を行った当事者に損害が生じた場合は、損害を与えた相手方に対し第５条に定める本研究経費の金額を上限として、当該損害の賠償を求めることができる。
一　相手方に対して、脅迫的な言動をすること若しくは暴力を用いるとき、又は相手方の名誉・信用を毀損する行為を行うとき。
二　偽計又は威力を用いて相手方の業務を妨害すること。
三　反社会的勢力である第三者をして前二号の行為を行わせること。
四　自己又は役員等（経営に実質的に関与している者を含む。）が反社会的勢力への資金提供を行う等、その活動を助長する行為を行うこと。
五　その他前各号に準ずる行為を行うこと。
３　有責当事者は、前二項各号の規定により本契約を解除されたことを理由として、相手方に対し、損害賠償を請求することはできない。
（不当介入に関する通報・報告）
第16条　甲又は乙は、暴力団、暴力団員、暴力団関係者等の反社会的勢力から不当要求又は業務妨害などの不当介入（以下「不当介入」という。）を受けた場合は、これを拒否し、速やかに不当介入の事実を相手方に報告するとともに、警察への通報及び捜査上必要な協力を行うものとする。
（管轄裁判所）

第17条　本契約に関する一切の紛争については、甲の事務所の所在地を管轄する札幌地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とする。

（契約事項の変更等）
第18条　本契約に定めのない事項及び本契約の履行又は解釈に際して疑義を生じたときは、甲乙協議のうえ円満に解決するものとする。
以上のとおり契約を締結したので、その証として本書を２通作成し、甲乙両者記名押印のうえ各自その１通を保有するものとする。

202＊年＊＊月＊＊日
北海道江別市文京台緑町582番地　　　　　　　　　　
受託者（甲）　学校法人酪農学園　　　　　　　　　　　　　　　　　　
理事長　　　　　　髙島　英也　　　　㊞　　
北海道＊＊＊＊＊＊０丁目００番０号　　　　　　　　　
委託者（乙）　機関名＊＊　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
役職　　　　　　　＊　＊　＊　＊　　㊞　　

